
日本語教育コンテンツ共有化システムについて 

●「定住外国人の子どもの教育等に関する政策
懇談会」の意見を踏まえた文部科学省の政策の
ポイント（平成２２年５月１９日・文部科学省） 
 
Ⅶ 更に検討を要する課題 
○日本語教育の総合的推進 
・地域における日本語教育の推進体制の充実 
・日本語教育に関する各種情報の共有化 
 （優良事例の収集等） 

 

●日系定住外国人施策に関する行動計画 
（平成２３年３月３１日・日系定住外国人施策推進会議） 
 
２．分野ごとの具体的施策 
（１）日本語で生活できるために必要な施策 
①日本語教育の総合的な推進体制の整備等 
C 政府内外の日本語教育関係機関等が持つ日本語教育に関する各種コ
ンテンツについて情報を集約し，横断的に利用できるシステムを検討すると
ともに、平成22 年に文化審議会国語分科会において取りまとめた「生活者
としての外国人」に対する日本語教育の標準的なカリキュラム案のデータ
ベース化を行い，インターネットを通じて提供する。（文部科学省） 

 
日本語教育関係府省庁・機関等が，それぞれの目的や対象者に応じて事業を実施し，各種資料・情
報を作成・収集・提供している。全体として，それらのコンテンツを総合的・効率的に活用できる基盤

が整備されていない。 

現
状 

    日本語教育に関する各種コンテンツ（教材，論文，報告書，団体・人材情報等）を 
    共有し，総合的・効率的に活用できるよう，①信頼性のある情報を，②確実に， 
    かつ③効率的に探し出せ，活用できる仕組みの構築 
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日本語教育の総合的推進を図る基盤の整備が必要 
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